
ICT 活用に関する事例について 

本協力者会議の議論の取りまとめにおいては、養護教諭及び栄養教諭を巡る諸課題の

解決に向けた方向性の1つとして、「職務遂行のインフラとしてのICTの積極的な活用」

が示されたところである。 

令和３年１月の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～

全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」にお

いても、ICT はこれからの学校教育を支える基盤的なツールとして必要不可欠とされて

おり、令和の日本型学校教育における今後の新しい動きとして、平成 29・30 年に告示

された学習指導要領の着実な実施、学校における働き方改革に加え、GIGA スクール構

想が挙げられている。 

以下の資料では、GIGA スクール構想により目指すべき次世代の学校・教育現場の姿

として、個別最適な学び、協働的な学び、教育データの利活用による効果的な学びの支

援、校務の効率化の４点が示されており、養護教諭及び栄養教諭においても、これらの

教育全体の方向性の中で、その専門性をより発揮するための ICT 活用が重要となる。 

具体的な ICT 活用の特性・強みとしては、次の３点が考えられる。 

１点目は、多様で大量のデータの取扱いができ、容易に分析や利活用ができることで



ある。（ウェブブラウザによるインターネット検索等によって情報収集したり、表計算

ソフトによるデータ等の整理・分析やグラフ作成などを容易に行ったりすることが可能

となる。） 

２点目は、時間的制約を超えた情報の蓄積、過程の可視化を行えることである。（写

真・動画の撮影・保存によって学習過程を可視化し学習の振り返りに生かすことや、ク

ラス管理ソフトによって児童生徒のつまずきや伸びについて教師が見取るなど、「個に

応じた指導」の充実を行うことができる。） 

３点目は、空間的制約を超えた相互かつ瞬時の情報の共有（双方向性）ができる点で

ある。（ウェブ会議・ファイル共有ソフト等による家庭、地域、他の学校、あるいは海

外など距離が離れた場をつないだ双方向性を有した学習や、他者との意見の共有、合意

形成、アイディアの創出及び発表資料等の協働制作が可能となる。） 

 

このような ICT 活用の特性・強みを踏まえ、養護教諭及び栄養教諭の業務においても、

例えば、以下のようなことに活用することが考えられる。 

 保健管理業務及び給食管理業務のデジタル化 

 健康観察や健康管理、健康診断等における児童生徒の心身の健康状況等に関する情

報の把握・集計・分析の迅速化 

 各教科等の指導や保健指導、児童生徒・保護者への啓発活動、研修における動画コ

ンテンツ等の活用 

 他校の養護教諭や栄養教諭との教材等の協働制作及び共有 

 複数の学級・学校におけるオンラインツールによる講演等の一斉配信 

 個々の児童生徒の理解度や相談内容、興味・関心に応じて課題や情報が提示される

デジタルコンテンツを活用した個別最適な学びの展開 

 児童生徒への健康相談及び保健指導や保護者との連絡・相談におけるオンラインツ

ールの活用 

 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、管理栄養士等の専門家との情報共有・相談、委

員会活動や授業、研修等への参画等におけるオンラインツールの活用 

 

以上のように、養護教諭及び栄養教諭の業務においても、ICT 活用の特性・強みを生

かし、様々な場面において ICT を活用することにより、業務の効率化（業務負担の軽減）

や成果の向上を図ることができる。 

そこで、本資料では、各学校における管理・指導上の課題解決に向けて、ICT を活用

することで具体的にどのようなことが可能となるかを示す事例を養護教諭について６

点、栄養教諭について３点紹介する。 

 

また、ICT 活用の目的は、養護教諭及び栄養教諭の役割と専門性を最大限発揮するこ



とであり、各学校における ICT 活用の在り方を考えるに当たっては、その目的を達成す

るための必要不可欠な手段として ICT をどのように活用するのか、という観点が重要で

ある。 

 なお、ここで示す事例は、あくまでも養護教諭及び栄養教諭の業務に関する特有の課

題に対する活用事例であり、養護教諭及び栄養教諭におかれては、以下の各教科等にお

ける ICT の効果的な活用に関する解説も授業を実施する際の参考になるため、併せて参

照されたい。 

 

【参考資料】 

○各教科等の指導における ICT の効果的な活用に関する解説動画 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00941.html 



















養護教諭と栄養教諭の連携に関する事例について 

本協力者会議においては、養護教諭と栄養教諭は、「養護」、「栄養」とアプローチこ

そ異なれ、児童生徒等の心身の健やかな成長を担うという意味において、目的を同じく

するものであることから、２つの職の資質能力の向上を一体的に検討することとした。 

また、議論の取りまとめにおいても、養護教諭と栄養教諭には、実施主体として学校

保健活動や食育を推進するだけではなく、全校的な推進体制の中核として、教職員間の

連携をコーディネート（調整）するといった能力が共通して求められることも改めて確

認された。 

 

さらに、令和４年 12月の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師

の養成・採用・研修等の在り方について～『新たな教師の学びの姿』の実現と、多様な

専門性を有する質の高い教職員集団の構築～」においては、教員免許更新制を発展的に

解消し、『新たな教師の学びの姿』を実現する体制を構築することとされ、「各学校にお

いて行われる校内研修や授業研究など、「現場の経験」を含む学びが、同僚との学び合

いなどを含む場として重要」とされている。養護教諭及び栄養教諭は、他の教諭等と異

なり、各学校一人しか配置されていないことが多い中、児童生徒等の心身の健やかな成

長を担うという目的を同じくする職種として養護教諭と栄養教諭がお互いの職種につ

いて理解し合い、協働して学ぶことが今後ますます期待される。 

一方で、養護教諭と栄養教諭の連携については、当たり前に行われている学校もある

中、特に、栄養教諭が複数校を担当している場合などにおいては、うまく連携が進んで

いない実態もある。養護教諭と栄養教諭の連携に向けて、まずは、日常的な情報交換の

場や対話の機会が設けられることが必要である。 

 

そこで、本資料においては、養護教諭と栄養教諭が連携するに当たってそれぞれの専

門性をより生かすために、どのような役割分担が望ましいかといった観点や、今後求め

られる養護教諭及び栄養教諭の役割において、どのように共に資質能力を向上させてい

くことができるかという観点から、事例を２点紹介する。本資料も参考にしつつ、各学

校において養護教諭と栄養教諭の効果的な連携に向けた話し合いを行い、目的を共有し

た上で連携が更に進むことが望まれる。 

 






	事例（
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10




